
※「通院等乗降介助」と「身体介護」は同時に算定できません。

・

※病院から病院への移送や、通所サービス・短期入所サービスの事業所から
　病院への移送については、居宅が始点又は終点となる場合であって、同一
　事業所が行うことを条件に算定ができます。

◯

介護保険で利用できる訪問介護（外出介助）について
（杉並区保健福祉部 介護保険課 資料より）

参考資料



　ここでは、利用者から問い合わせの多い、身体介護として算定する場合の「外出介助」に
ついての基本的な考え方を説明します。訪問介護は居宅において行われるものですが、身体
介護として行われる「外出介助」は、居宅において行われる目的地（病院等）に行くための
準備を含む一連のサービス行為とみなし得る場合に算定できます。居宅が起点となって
いない場合、例えば居宅以外で行われるバス等の公共交通機関への乗降などの行為だけを
もってして算定することはできません。また、「外出介助」が認められるには、

身体介護として
算定する場合の
「外出介助」に
ついて

（院内介助が必要な場合）



180分

　病院から病院への移動に関しては、居宅が始点又は終点となる場合であって、居宅において行われる目的地（病院等）に行くための
準備を含む一連の行為とみなし得る場合は算定ができます。


